
 

「縁むすび応援企業制度」実施要綱 

 
（趣旨） 
第１条 企業と連携し、従業員に県の結婚支援の取組を周知する「縁むすび応援企業制度」を創設し、

社会全体で結婚を応援する気運の醸成を図るため、制度の実施について必要な事項を定める。 
 
（対象企業等） 
第２条 縁むすび応援企業の登録対象は、岡山県内に事業所等がある企業・団体（以下「企業等」とい

う）とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は登録することができない。 
 （１）役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している企業等  

（２）県が登録することが適切でないと認めた企業等 
 
（縁むすび応援企業の役割） 
第３条 縁むすび応援企業は、県から次の結婚支援の取組の情報提供を受け、その内容を従業員に周知

するものとする。  
（１）おかやま縁むすびネット 
（２）おかやま縁むすびネット等で実施するマッチングイベント  
（３）結びすと（※）制度 
（４）結婚応援パスポート等の結婚支援施策 

     ※おかやま縁むすびネットで活動する結婚支援ボランティア 
（登録等） 
第４条 縁むすび応援企業の登録を受けようとする企業等は、「縁むすび応援企業登録申込書（別記様

式１）」（以下「申込書」という）に必要事項を記入の上、県に提出するものとする。 
 ２ 県は、提出のあった申込書を審査し、第２条の要件を満たすと認めるときは、縁むすび応援企業

として登録し、登録証を交付するとともに、ホームページに企業名等を掲載するものとする。 
 ３ 縁むすび応援企業の登録を受けた企業等は、県が別に定めるロゴマークを利用することができる。 
 
（変更の届出） 
第５条 縁むすび応援企業は、申込書に記載した事項に変更があったときは、「登録内容変更届（別記様 

式２）」を県に提出するものとする。登録内容変更届により届け出た内容に変更があった場合も同様 
とする。 
 

（登録の辞退） 
第６条 縁むすび応援企業は、その登録を辞退するときは、「登録辞退届（別記様式３）」を県に提出す

るものとする。 
 
 



（登録の抹消） 
第７条 次に該当する場合は、縁むすび応援企業の登録を抹消することとし、登録を受けた企業等は登

録証を速やかに県に返還するものとする。  
（１） 企業等から登録辞退届の提出があった場合 

  （２） 倒産等により、企業等の存在がないことを確認した場合 
（３） 縁むすび応援企業として不適切な行為が認められた場合  

 
（個人情報の取扱い） 
第８条 縁むすび応援企業は、当制度の実施に当たり知り得た個人情報について、個人情報の保護に関

する法律（平成１５年法律第５７号）に基づき適正に取り扱わなければならない。 
  
 
附則  

この要綱は、令和８年３月１９日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
  
 



 


